
お問い合わせ、お見積はカスタマーサービスセンターへ

労働安全衛生法では、事業者は労働者の安全を確保するために

機械、器具による危険を防止する必要な処置を講じなければならないと

定められています。

危険を伴うクレーン作業でのワークの反転、金型の反転、

重量物の反転、コイル材の反転に、

安全でスピーディな反転機の導入をご検討ください。

ホイストメーカーの多くは、クレーンでの吊り荷の反転が危険なため、

反転作業を禁止しています。 メーカーが禁止しているにも係らず、

反転作業を行なって事故を起こした場合、事業者側の責任が 問われます。

反転機の導入で、クレーン作業の事故防止と生産性の向上を

〒664-8502  兵庫県伊丹市鴻池２丁目14-7
TEL.  072-777-4550
FAX. 072-777-3520
E-MAIL.molding@pascaleng.co.jp
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　●定格荷重を超える荷は、絶対につらないでください。
　　　※定格荷重はフックブロックの銘板に表示してあります。
　●つった荷に人は乗らないでください。また、人の乗る用途には絶対に使用しないでください。
　●つり荷の下に入らないでください。
　●人の頭上を超えて荷を運搬しないでください。
　●荷をつった状態で操作位置を離れないでください。
　●運転中は荷から目を離さないでください。
　●荷やフックブロックを振れさせるような運転はしないでください。
　●過巻リミットスイッチを常時使って止める使い方はしないでください。
　●下限リミットスイッチを常時使って止める使い方はしないでください。

　　　※荷の真上にホイストを移動させてから行なってください。
　●地球づり（床、地面や建物をつる操作）をしないでください。
　●巻下げ時、巻下げ過ぎとなる作業はしないでください。
　●つり荷の反転作業はしないでください。
　　　※反転作業は、反転専用の機器を使用して行ってください。
　●宙吊りした荷を電気溶接しないでください。
　●製品および、付属品の改造は絶対にしないでください。

　●フックラッチが破損したままでは絶対に使用しないでください。
　●プラッギング（急激な逆転操作）や過度なインチング（微少移動）を、しないでください。
　●つり荷を他の構造物や配線などに引掛けないでください。
　●押ボタンケーブルを他のものに引掛けたり、強く引張ったりしないでください。
　●ホイストやクレーンをストッパや構造物に衝突させないでください。
　●玉掛け用具は、フックに正しく掛けてください。
　●巻上げは、ワイヤロープが張ったところでいったん停止してください。

　以下に述べることは、ホイストの寿命に関することはもちろん、安全にもかかわることですので
ぜひ守ってください。

8.1 運転者
①無資格者の運転はしない、させない
　　資格者の規定は、「3.就業制限について」の項を参照してください。

②取扱責任者を決める
　　ホイストに取扱責任者を明示してください。

8.2 玉掛け作業
①無資格者の玉掛け作業はしない、させない
　　つり上げ荷重 1t 未満‥特別教育　　つり上げ荷重 1t 以上‥玉掛技能講習

②荷重、形状に適した玉掛け用具を選定する
　　細すぎず、太すぎず適正なロープを使用してください。

安全係数 ワイヤロープ 6 以上
チェーン 5 以上

8.　ホイストの使用上の注意
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　●斜め引きをしないでください。

株式会社キトー
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三菱電機FA産業機器株式会社
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株式会社 神内電機製作所
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日本ホイスト株式会社
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